
６教指高第 148号 

令和６年６月 13日 

 区市町村教育委員会 

 指導事務主管課長 殿 

東京都教育庁指導部高校教育改革担当課長     

小 林   靖 

  （公印省略）  

 

令和６年度東京の教育資源（森林・林業）を活用した教育活動（森林探索）の実施 

及び参加生徒の募集について（依頼） 

 

 このことについて、下記のとおり実施します。 

つきましては、貴管下中学校等への周知をよろしくお願いします。 

 

記 

１ 目的 

東京の教育資源である森林、林業等を素材として、地域連携や探究学習の指導法、教材等の充実を

図るとともに、生徒の勤労観、職業観を醸成し、社会や生活の場における課題解決を図る力を育むな

ど、東京の産業を担う意欲をもつ人材を育成する。 

 

 

２ 内容等  

（１）内容 

講義（安全講習含む）、森林探索（フィールドワーク）、木工体験 

（２）日時 

   ７月 26日（金）午前８時 30分から午後４時 30分まで 

（３）対象 

   都内区市町村立中学校の生徒 15名 

（４）場所 

   東京都檜原都民の森（東京都西多摩郡檜原村数馬 7146） 

（５）集合・解散場所 

   午前８時 30分に都議会議事堂前都民広場に集合（貸切バスで都民の森まで移動） 

   午後４時 30分に都議会議事堂前都民広場で解散（予定） 

（６）服装 

動きやすい肌の露出が無い服（トレッキングに適した服）、足首の出ない靴下、 

湿った山の斜面でも滑らない靴（履きなれたスニーカー等）、帽子 

（７）持ち物 

昼食、飲み物、常備薬、タオル、雨具（レインスーツ等）、筆記用具、 

着替え（必要に応じて） 

※ 全てリュックに入れるなどして個人で管理すること。 

 

３ 申込方法等 

（１）申込方法   

参加を希望する生徒は、保護者の了承を得た上で、申込フォームから直接申し込む。 

（２）申 込 先  申込フォーム  https://forms.office.com/r/F81bKpb5qh 

（３）申込期限  ７月３日（水） 

（４）参加の可否 

７月 10日（水）までに、電子メールにて応募者全員に連絡する。 

※ 連絡される期日を過ぎても電子メールが届かない場合は、担当（03-5320-6845）まで御連絡

ください。 

 

 



４ 撮影及び画像等の使用 

 当日の活動の様子を撮影した写真について、東京都教育委員会のホームページから配信したりする

場合があります。撮影や映像の使用について、申込時に回答するよう周知をお願いします。 

 

５ その他 

（１）申込者多数の場合は、抽選により参加者を決定する。 

（２）蜂等の虫に刺される可能性があります。必要に応じて、応急的な処置（毒の吸い出し、薬の塗布） 

及び救急隊への搬送を行います。心配な方は事前に当課まで相談するよう周知してください。 

（３）熊が出没した場合には、会場の職員による注意喚起の放送及び確認を行い、熊に詳しいツアーガ 

イドが参加者の安全確保に努めます。 

（４）参加が決定した生徒は、事務局が指定する国内旅行保険に加入する（保険料は教育庁が負担する）。 

（５）集合・解散場所までの交通費は、参加者の自己負担とする。 

（６）荒天等、本事業の開催ができないと事務局が判断する場合は、中止になることがある。中止の場 

合は前日までに参加校及び参加者に連絡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔担 当〕 

東 京 都 教 育 庁 指 導 部 主 任 指 導 主 事  小 泉 博 紀 

東京都教育庁指導部高等学校教育指導課統括指導主事  福 田 由紀子 

東京都教育庁指導部高等学校教育指導課課長代理  山 下 慎 司 

電話  03（5320）6845 


